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１. はじめに 

2010年４月１日から、Rule 36(1)(a)又は(b) に規定の発行日から 24ヶ月以内に分割出願手続をすることになりま

した。*1 

 

【Rule 36(1)】 
 

(a) 最先の EP特許出願に関し発行された first Article 94(3) Communicationまたは first Rule 

71(3)の発行日 

(b) 発明の単一性違反（Art. 82 EPC）である旨の first Article 94(3) Communication（Search 

Division ではないことに注意）の発行日（ただし、第１回目の発明の単一性違反であることが

前提） 

 

 

 上記の Rule 36(1)(a)が自発的な分割出願に係るものである（分割出願から派生して更なる分割出願をファイルする

ことも可能。）のに対し、上記の Rule 36(1)(b)は発明の単一性を有していない旨の拒絶理由に対してファイルする分

割出願に係るものです。 

  

上記 Rule 36(1)(a)及び (b)のいずれの場合でも、分割出願可能な時期をトリガするのは、 first Article 94(3) 

Communicationの発行です。したがって、Communication of the Search Divisionの発行日や Extended European Search 

Reportの発行日は、上記時期をトリガしません。Rule 36(1)下では、Extended European Search Reportは first Article 

94(3) Communicationには該当しません。 

 

また、2012 年 12 月 03 日付の EPO による Notice*2により、分割出願可能時期の起算点となる first Article 94(3) 

communicationから EPO Form 2001A*3が除外されました。 

 

【全３頁】 

                                                   
*1 Rule 126(2)の 10日間のグレースピリオドが 24ヶ月の計算に適用されます。 

*2 Notice  from  the  European  Patent  Office  dated  3  December  2012  on  calculation  of  the  time  limit under Rule 36(1) EPC,  Link: 

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20121220.html#f2 
*3 EPO Form 2001Aは、通常、審査官が一切関与することなく、方式職員によって作成されるので、審査部による行政処分ではなく、それゆえ

に審査部による実体的な Communicationとは言えないことが確認されています。 

EPOが自発分割手続の規則改正を提案 
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